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平 成 ３ １ 年 ３ 月 

埼玉県・自動車税事務所 

 

 県民税利子割特別徴収義務者の皆様へ 

 

県民税利子割に関する届出・申告納入について 

 

１ 埼玉県内で利子等の支払いをする場合 

  埼玉県内に設置した営業所等で県民税利子割の課税対象となる利子等の支払いを 

 行うこととなった場合は、埼玉県税条例第３０条の９の規定により県民税利子割の  

 「特別徴収義務者」になります。 

  次の２、３の手続きが必要ですので、忘れずにお願いします。 

  なお、県民税利子割の課税対象となる金融商品は下表のとおりです。 

 

２ 「利子割に係る営業所等設置等の届出書」の提出 

  県民税利子割の対象となる利子の支払いを行うこととなった場合、「利子割に係る 

 営業所等設置等の届出書」を埼玉県自動車税事務所へご提出ください。 

  届出書が到着し次第、特別徴収義務者番号及び納入申告書を郵送にてお送りいたし 

 ます。なお、納入期限が近くお手続きをお急ぎの方は、下記４の連絡先までご連絡く 

 ださい。 

 ※税務署への申告とともに、埼玉県（自動車税事務所）への届出も忘れずにお願いします。 

 ※「利子割に係る営業所等設置等の届出書」は、以下からダウンロードしてください。 

  埼玉県ＨＰ総合トップ > くらし・環境 > 税金 > 申請・手続き > 各種申請申告様式のダウンロード 

 

３ 県民税利子割の申告納入について 

（１）利子割の特別徴収・申告納入期限 

   県民税利子割の特別徴収義務者は、その月に支払った利子等から県民税利子割を 

  特別徴収し、下記（３）により、１か月分をまとめて申告納入してください。 

   なお、申告納入期限は、利子等の支払いを行った月の翌月１０日（その日が 

  土曜日、日曜日、国民の祝日である場合は翌営業日）です。 

（２）納入申告書の作成 

   県民税利子割の特別徴収義務者は、支払った利子等の種類に応じて、次の３種類 

  別に納入申告書を作成し、銀行等へ申告納入してください。 

  ア 公社債利子等の県民税利子割特別徴収税額計算書（特定公社債以外） 

                            （第12号の４様式） 
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  イ 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配等の県民税利子割特別徴収税額 

   計算書（第12号の４の２様式） 

  ウ 懸賞金付預貯金等の懸賞金等等の県民税利子割特別徴収税額計算書 

（第12号の４の３様式） 

   ※納入申告書は、 

    埼玉県ＨＰ総合トップ > くらし・環境 > 税金 > 申請・手続き 

     > 各種申請申告様式のダウンロードからダウンロード、 

    または、下記４の連絡先までご請求ください。 

    ※納入申告書の記載例は、平成28年１月１日以降支払い分は５～７ページを、 

                平成27年12月31日以前支払い分は８～10ページをご覧ください。 

 

（３）納付場所 

   県民税利子割の特別徴収義務者は、以下の金融機関に特別徴収した利子割を納付 

  し納入申告書を提出してください。 

   ア 埼玉県内の銀行、信用金庫、商工組合中央金庫、信用組合、信用農業協同組 

    合連合会、農業協同組合、中央労働金庫の本・支店(所) 

   イ 埼玉県外の埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、 

    三井住友銀行、りそな銀行、群馬銀行、足利銀行、常陽銀行、千葉銀行、 

    きらぼし銀行、八十二銀行、東和銀行、栃木銀行、東日本銀行、 

    東京スター銀行、しののめ信用金庫、青木信用金庫、飯能信用金庫、 

    朝日信用金庫、東京東信用金庫、亀有信用金庫、足立成和信用金庫、 

    西京信用金庫、西武信用金庫、東京信用金庫、城北信用金庫、瀧野川信用金庫、 

    巣鴨信用金庫、青梅信用金庫及び中央労働金庫の本・支店  

   ウ 全国のゆうちょ銀行・郵便局(納期限内のものに限る。) 

    ただし、納付書にPay-easy（ペイジー）マークが記載されていない場合は、埼 

    玉県、東京都、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、神奈川県、及び山梨県内に 

    所在するゆうちょ銀行・郵便局に限ります。 

 

４ 連絡先 

  県民税利子割に関する届出、申告納入については、以下へお問い合わせください。 

 

        

 

 

 

※平成２８年１月４日、上記住所に移転しました。電話番号は移転前と変更ありません。 

埼玉県自動車税事務所 諸税担当 

       〒330-0844 

        さいたま市大宮区下町３－８－３ 

        電 話 ０４８－６５８－０２３５ 



 3 / 10 

 

（表） 県民税利子割の課税対象となる金融商品・使用する納入申告書 

 

【平成２８年１月１日以降支払分】 

 県民税利子割の課税対象必要となる「利子等」は、次のとおり所得税法・租税特別措

置法において源泉分離課税の対象とされる利子等と同じです。 

 ただし、国債・地方債などの「特定公社債等」（注）の利子等は、利子割から除外し、

県民税配当割で課税・特別徴収されます。 

金 融 商 品 の 種 類 
使用する納入申告書 

コード  

０１ 特定公社債以外の公社債の利子 

第 12号の４様式 

 ※２種類以上ある場合は、 

  金融商品ごとに別々に 

  作成してください。 

０２ 銀行預金利子 

０３ 銀行以外の金融機関の預貯金利子 

０４ 勤務先預金等の利子 

０５ 合同運用信託の収益の分配 

０６ 
公社債投資信託のうち公募公社債投資信託以外

の収益の分配 

０７ 郵便貯金利子 

０８ 国外一般公社債等の利子等 

０９ 財形貯蓄契約に係る生命保険等の差益 

１０ 私募公社債等運用投資信託の収益の分配 第 12号の４の２様式 

 ※２種類以上ある場合は、 

  金融商品ごとに別々に 

  作成してください。 

１１ 
特定目的信託の社債的受益証券の収益の分配で

公募以外のもの 

１２ 国外私募公社債等運用投資信託等収益の分配 

１３ 懸賞金付預貯金等 

第 12号の４の３様式 

 ※２種類以上ある場合は、 

  金融商品ごとに別々に 

  作成してください 

１４ 定期積金 

１５ 掛金 

１６ 抵当証券 

１７ 貴金属等売買 

１８ 外貨建預貯金等 

１９ 一時払保険等 

注：特定公社債等とは、「特定公社債」（国債、地方債、公募公社債、上場公社債、平成２７年 

１２月３１日以前に発行された公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公

社債）、「公募公社債投資信託の受益権」及び「特定目的信託（公募に限る。）の社債的受益権」

のことをいいます。 
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（参考）【平成２７年１２月３１日以前支払分】 

 

 県民税利子割の課税対象必要となる「利子等」は、次のとおり所得税法・租税特別措

置法において源泉分離課税の対象とされる利子等と同じです。 

 

金 融 商 品 の 種 類 
使用する納入申告書 

コード  

０１ 公社債利子 

旧第 12号の４様式 

 ※２種類以上ある場合は、 

  金融商品ごとに別々に 

  作成してください。 

０２ 銀行預金利子 

０３ 銀行以外の金融機関の預貯金利子 

０４ 勤務先預金等の利子 

０５ 合同運用信託の収益の分配 

０６ 公社債投資信託の収益の分配 

０７ 郵便貯金利子 

０８ 公募公社債等運用投資信託の収益の分配 

０９ 国外公社債等の利子等 

１０ 財形貯蓄契約に係る生命保険等の差益 

１１ 私募公社債等運用投資信託の収益の分配 旧第 12号の４の２様式 

 ※２種類以上ある場合は、 

  金融商品ごとに別々に 

  作成してください。 

１２ 社債的受益証券の収益の分配 

１３ 国外私募公社債等運用投資信託等収益の分配 

１４ 懸賞金付預貯金等 

旧第 12号の４の３様式 

 ※２種類以上ある場合は、 

  金融商品ごとに別々に 

  作成してください 

１５ 定期積金 

１６ 掛金 

１７ 抵当証券 

１８ 貴金属等売買 

１９ 外貨建預貯金等 

２０ 一時払保険等 
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【県民税利子割納入申告書 記載例】 

 

※以下の記載例は、平成 28 年 1 月 1 日以降に支払われる利子等についての納入申告書です。 

 

○「公社債利子等の県民税利子割特別徴収税額計算書（第１２号の４様式）」（特定公社債等以外） 
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※以下の記載例は、平成 28 年 1 月 1 日以降に支払われる利子等についての納入申告書です。 

 

○「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配等の県民税利子割特別徴収税額計算書（第１２号の４の２様式） 
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※以下の記載例は、平成 28 年 1 月 1 日以降に支払われる利子等についての納入申告書です。 

 

○「懸賞金付預貯金等の懸賞金等等の県民税利子割特別徴収税額計算書（第１２号の４の３様式） 
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【 参考 旧様式の記載例 】 

 

  ※以下の記載例は、平成 27年 12月 31日までに支払われる利子等についての納入申告書です。 

  平成 28年１月１日以降に支払われる利子等について、以下の様式は使用しないでください。 

 

○「公社債利子等の県民税利子割特別徴収税額計算書（旧第１２号の４様式）」 
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※以下の記載例は、平成 27年 12月 31日までに支払われる利子等についての納入申告書です。 

 

○「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配等の県民税利子割特別徴収税額計算書（旧第１２号の４の２様式） 
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※以下の記載例は、平成 27年 12月 31日までに支払われる利子等についての納入申告書です。 

 

○「懸賞金付預貯金等の懸賞金等等の県民税利子割特別徴収税額計算書（旧第１２号の４の３様式） 
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